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第四条  地震による損傷の防止 

１．基本方針 

(1) 要求事項に対する適合性 

1) 要求事項 

（地震による損傷の防止） 

第四条 試験研究用等原子炉施設は、地震力に十分に耐えることができるものでな

ければならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある試験研究用等原

子炉施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に

応じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすお

それがある地震による加速度によって作用する地震力に対して安全機能が

損なわれるおそれがないものでなければならない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩

壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

 

 

2) 当該条文における変更内容 

本設置変更承認申請によって追加される燃料要素の耐震重要度は現有燃料要素と同

じであり、設計方針に変更の必要がない。また、第３項及び第４項については耐震重要

施設が存在しないため設計上考慮しない。 

 

3) 適合のための設計方針（考え方） 

第１項、第２項については、追加される燃料要素や固体減速炉心では燃料要素が挿入

されるさや管、軽水減速炉心では燃料要素が挿入される標準型燃料板支持フレームが対

象であり、それらの適合性を検討した。その結果、適合性に問題はなく、記載の変更は

不要である。  
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２．説明資料 

(1) 対象 

本申請の対象は低濃縮ウランの燃料要素（固体減速炉心用のウランモリブデン・アルミ

ニウム分散型燃料（角板）および軽水減速炉心用のウランシリサイド・アルミニウム分散

型燃料（標準型燃料板））と固体減速炉心では燃料要素が挿入されるさや管、軽水減速炉心

では燃料要素が挿入される標準型燃料板支持フレームである。 

なお、それぞれの燃料要素自体はさや管や支持フレームに挿入されるもので、耐震部材

ではないため、重量のみ考慮することとする。 

 

(2) さや管及び支持フレームの耐震性 

1) 評価方針 

固体減速架台で使用する燃料さや管（図１）及び軽水減速炉心で使用する燃料支持フ

レーム（図２）の耐震安全性は新規規制基準対応時の設工認申請書（（その２）、平成 29

年 4 月 25 日付け承認（原規規発第 1704255 号））において確認されている。ここではそ

の評価結果に基づき、燃料の低濃縮化によっても、燃料さや管及び燃料支持フレームの

耐震安全性が確保されることを示す。 

 

2) 燃料さや管及び燃料支持フレームに要求される地震力 

燃料さや管及び燃料支持フレームは耐震重要度が C クラスに分類されており、地震力

は設計震度(水平)を 0.24 として求められる。 

 

3) 燃料さや管及び燃料支持フレームの耐震安全性の評価方法と結果 

3)-1 耐震評価方法 

燃料さや管及び燃料支持フレームの耐震安全性は、図１や図２に示したようにそれ

ぞれ燃料板がさや管に収納された状態及び側板によって支持された状態において、図

３に示すような燃料を含む全体の重量を１質点に集中させた単純なモデルによって、

固定部の強度を確認している。従って、低濃縮化に伴う耐震安全性の検討においては設

計震度とともに、燃料部の重量の影響を受けることになる。以下では燃料さや管及び燃

料支持フレームについて、この観点から低濃縮化による耐震安全性を検討する。 

 

3)-2 燃料さや管（固体減速架台用）の評価結果 

今回の申請で追加する U-Mo 燃料板

は従来の U-Al 燃料板 に

比べて 1 枚あたりの重量は増加している。一方、設工認申請では固体減速架台用の燃料

さや管（角管部の材質 A-6063S）の耐震評価では U-Mo 燃料板より密度の大きな天然ウ

ラン金属板（密度約 18.9g/cm3）を燃料領域（高さ約 40cm）にすべて挿入した場合の評
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価を行っている。燃料さや管に収納される燃料、ポリエチレンに燃料さや管の重量を積

算したそれぞれの全重量は、U-Mo 燃料板の場合で 、U-Al 燃料板の場合で

天然ウラン金属板の場合で 、今回の低濃縮化による重量は設工

認で想定した重量を下回っており、低濃縮化による燃料さや管の耐震安全性への影響

はない。 

 

3)-3 燃料支持フレーム（軽水減速架台用）の評価結果  

従来の高濃縮 U-Al 燃料板の重量は 1 枚当たり約 158.3g あったのに対して今回の申

請で追加する低濃縮ウランシリサイド燃料板の重量は 1 枚当たり約 216.7g と約 37％増

加している。 

燃料支持フレーム（材質 A-6061P）については、平成 20 年に同じ形状で側板の一部

に細径検出器用の溝を付けたものを製作している（「標準型燃料要素支持フレーム側板

の製作」設工認申請書、平成 20 年 9 月 30 日付け承認（20 学文科科第 597 号））。その

際の耐震計算では水平震度 0.72 とし、計算結果としての安全率（材料の許容値応力に

対する発生応力の比）が 6 倍以上あることが示されている。従って、耐震重要度 C ク

ラスに本来求められる水平震度 0.24 に対して保守的な地震力（3 倍）を想定して設計

されており、またその安全率も考慮すると、今回低濃縮燃料を用いることにより重量が

としても低濃縮化による燃料支持フレームの耐震安全性への影響はな

い。 
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図３ 耐震評価モデル（Ch：水平震度） 
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第十二条 安全施設 

１．基本方針 

(1) 要求事項に対する適合性 

1) 要求事項 

（安全施設） 

第十二条 安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されたもの

でなければならない。 

２ 安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有

するものは、当該系統を構成する機械又は器具の単一故障（単一の原因に

よって一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと（従属要因による

多重故障を含む。）をいう。以下同じ。）が発生した場合であって、外部電

源が利用できない場合においても機能できるよう、当該系統を構成する機

械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多様性を確

保し、及び独立性を確保するものでなければならない。 

３ 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定され

る全ての環境条件において、その機能を発揮することができるものでなけ

ればならない。 

４ 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度

に応じ、試験研究用等原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができる

ものでなければならない。 

５ 安全施設は、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛

散物により、安全性を損なわないものでなければならない。 

６ 安全施設は、二以上の試験研究用等原子炉施設と共用し、又は相互に接続

する場合には、試験研究用等原子炉施設の安全性を損なわないものでなけ

ればならない。 

 

 

2) 当該条文における変更内容 

第１項については、KUCA の安全施設は、「水冷却型試験研究用原子炉施設に関する

安全設計審査指針」の「添付水冷却型試験研究用原子炉施設の安全機能の重要度分類に

関する基本的な考え方」に基づき、その安全機能の重要度に応して、表１に示される異

常発生防止系（PS）および表２に示される異常影響緩和系（MS）に分類されている。本

設置変更承認申請は、これら重要度分類に変更はなく、設計方針に変更の必要はない。 

第４項については、KUCA における安全施設は、停止中に試験又は検査をすることが

できる。本設置変更承認申請は、これを変更するものではないため、設計方針に変更の

必要はない。 
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第５項については、KUCA には蒸気タービンのように高速回転する機器はない。また、

高圧ガスについては、パルス状中性子発生装置の重水素ガスボンベが挙げられるが、各

架台室はコンクリート壁で仕切られており、ボンベの破損により安全施設が影響を受け

ることはない。本設置変更承認申請は、重水素ガスボンベの仕様や容量を変更するもの

ではないため、設計方針に変更の必要はない。 

第６項については、KUCA は、安全施設のうち、減容処理装置及び固形廃棄物倉庫並

びに中央管理室を隣接する研究用原子炉（KUR）と共有しているが、本設置変更承認申

請は、これらの施設・設備を変更するものではないため、設計方針に変更の必要はない。 
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表１ 本原子炉施設の構築物、系統及び機器の安全上の機能別重要度分類（PS） 

分類 定義 安全機能 構築物、系統及び機器 a 

PS-1 

その損傷又は故障により発生す

る事象によって、燃料の多量の破

損を引き起こすおそれがあり敷

地外への著しい放射性物質の放

出のおそれのある構築物、系統及

び機器 

－ （該当なし） 

PS-2 

その損傷又は故障により発生す

る事象によって、燃料の多量の破

損を直ちに引き起こすおそれは

ないが、敷地外への過度の放射性

物質の放出のおそれのある構築

物、系統及び機器 

－ （該当なし） 

PS-3 

1) 異常状態の起因事象となるも

のであって PS-1 及び PS-2 以外の

構築物、系統及び機器 

過剰な反応度の印加

防止 

制御棒駆動装置、(A)(B)中心架台駆動装

置 

炉心の形成 架台支持構造、炉心格子板 

(C)炉心タンク 

燃料要素、(A)(B)さや管、(C)標準型燃料

板支持フレーム 

放射性物質の貯蔵 バードケージ、燃料貯蔵棚 

廃液タンク、第 1 固形廃棄物倉庫、第 2

固形廃棄物倉庫 

プラント計測・制御 線型出力計、安全出力計、対数出力炉周

期計、対数計数率炉周期計 

炉室ガンマ線エリアモニタ 

その他 パイルオシレータ、(C)重水タンク 

2) 原子炉冷却材中放射性物質濃

度を通常運転に支障のない程度

に低く抑える構築物、系統及び機

器 

－ （該当なし） 

a 機器等の名称の頭に(A),(B),(C)とあるのはそれぞれの架台特有の機器等であることを示す。 
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表２ 本原子炉施設の構築物、系統及び機器の安全上の機能別重要度分類（MS） 

分類 定義 安全機能 構築物、系統及び機器 a 

MS-1 

1) 異常状態発生時に、敷地周辺公

衆への過度の放射線の影響を防

止する構築物、系統及び機器 

－ （該当なし） 

2) 安全上必須なその他の構築物、

系統及び機器 
－ （該当なし） 

MS-2 

1) PS-2 の構築物、系統及び機器の

損傷又は故障が及ぼす敷地周辺

公衆への放射線の影響を十分小

さくするようにする構築物、系統

及び機器 

－ （該当なし） 

2) 異常状態への対応上特に重要

な構築物、系統及び機器 

原子炉の緊急停止及

び未臨界維持 

(A)(B)中心架台駆動装置†、(C)ダンプ弁†、

制御棒案内管† 

工学的安全設備及び

原子炉停止系への作

動信号の発生 

原子炉停止回路† 

3) 安全上特に重要なその他の構

築物、系統及び機器 
－ （該当なし） 

MS-3 

1) 運転時の異常な過渡変化があ

ってもMS-1、MS-2とあいまって、

事象を緩和する構築物、系統及び

機器 

原子炉の緊急停止及

び未臨界維持 

制御棒、制御棒駆動装置 

放射性物質の閉じ込

め、遮蔽及び放出低減 

原子炉建屋、燃料要素 

工学的安全設備及び

原子炉停止系への作

動信号の発生 

制御棒電磁石電源 

線型出力計、安全出力計、対数出力炉周

期計、制御卓 

安全上重要な関連機

能 

非常用電源設備、炉心温度計 

その他 消火設備（ハロン） 

2) 異常状態への対応上必要な構

築物、系統及び機器 

事故時のプラント状

態の把握、緊急時対策

上重要なもの 

ガスモニタ、ダストモニタ、炉室ガンマ

線モニタ、燃料室ガンマ線モニタ 

通信連絡設備 

制御室外安全停止 非常警報釦（中央管理室） 

a 機器等の名称の頭に(A),(B),(C)とあるのはそれぞれの架台特有の機器等であることを示す。 

b †は信頼性に対する重要安全施設を示す。 
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3) 適合のための設計方針（考え方） 

第２項については、安全機能の重要度が特に高い施設として、固体減速炉心において

は中心架台及び制御棒、軽水減速炉心においてはダンプ弁及び制御棒が挙げられる。こ

れらの一方について単一故障を考慮した場合、他方により、外部電源が利用できない場

合においても原子炉停止機能が代替できる必要がある。よって、本設置変更承認申請で

追加する燃料要素を用いた場合でも、代替できることを確認した。 

第３項については、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に安全施設に影

響を与えうる環境条件としては、燃料要素の温度上昇が考えられる。よって、本設置変

更承認申請で追加する燃料要素を用いた場合にも、温度上昇がわずかであることを確認

した。  
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２．説明資料 

2.1 第２項について 

KUCA の固体減速炉心では制御棒及び中心架台が独立した 2 系統の原子炉停止系統を構

成する。炉心の過剰反応度及びそれぞれ原子炉停止系統の反応度抑制効果を以下のように

制限しておくことができれば、故障により中心架台又は制御棒が機能しない、かつ、外部電

源が利用できない場合であっても、原子炉を 0.65%∆k/k より深い未臨界に移行し、その状

態を維持することができる。 

 

・炉心の過剰反応度：0.35%∆k/k 以下 

・制御棒の反応度抑制効果：過剰反応度＋1%∆k/k 以上 

・中心架台の反応度抑制効果：1%∆k/k 以上 

 

一方、KUCA の軽水減速炉心では制御棒及びダンプ弁が独立した 2 系統の原子炉停止系

統を構成する。炉心の過剰反応度及びそれぞれ原子炉停止系統の反応度抑制効果を以下の

ように制限しておくことができれば、故障によりダンプ弁又は制御棒が機能しない、かつ、

外部電源が利用できない場合であっても、原子炉を 0.5%∆k/k より深い未臨界に移行し、そ

の状態を維持することができる。 

 

・炉心の過剰反応度：0.50%∆k/k 以下 

・制御棒の反応度抑制効果：過剰反応度＋1%∆k/k 以上 

・ダンプ排水の反応度抑制効果：1%∆k/k 以上 

 

従って、本項の適合性は、本設置変更承認申請で追加する燃料要素を用いる炉心の場合

について、これらの制限を満たす炉心が成立するかどうかを調べることによって確認でき

る。これまでの解析によって、固体減速炉心及び軽水減速炉心の代表炉心がこれらの制限を

満たすことが確認されている（2020 年 11 月 5 日付、第 381 回 審査会合資料 2-1）。 

 

参照資料 

・ 2020 年 11 月 5 日 第 381 回 審査会合資料 2-1 

 

 

2.2 第３項について 

設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に安全施設に影響を与えうる環境条件

としては、温度上昇が考えられる。従って、本項の適合性は、本設置変更承認申請で追加す

る燃料要素を用いる炉心の場合について、設計基準事故による温度上昇がどの程度である

かを調べることによって確認できる。2021 年 7 月 1 日のヒアリング資料 1 における反応度
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の異常な投入（燃料落下又は燃料誤装荷）を想定した解析から、燃料要素の温度上昇は最大

でも 1.13℃であり、安全施設への影響はないことを確認している。 

 

 

参考資料 

・ 2021 年 7 月 1 日 京大ヒアリング資料 1 

 

■ 
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第十三条 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止 

１．基本方針 

(1) 要求事項に対する適合性 

1) 要求事項 

（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止） 

第十三条 試験研究用等原子炉施設は、次に掲げるものでなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化時において、設計基準事故に至ることなく、試験

研究用等原子炉施設を通常運転時の状態に移行することができるものとす

ること。 

二 設計基準事故時において次に掲げるものであること。 

イ 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分

に冷却できるものであること。 

ロ 設計基準事故により当該設計基準事故以外の設計基準事故に至るおそれが

ある異常を生じないものであること。 

ハ 試験研究用等原子炉施設が工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないも

のであること。 

 

 

2) 当該条文における変更内容 

第１項第二号ロについては、KUCA の設計基準事故は複数想定されており、それらは

互いに独立な事象であり、1 つが発生することにより、他が誘発されるという因果関係

になく、本設置変更承認申請によって燃料要素を追加されることとは関係がないため、

設計方針に変更の必要はない。一方、その他の条文については、本設置変更承認申請書

によって追加する燃料要素を用いた炉心については設計方針を確認する必要がある。 

 

3) 適合のための設計方針（考え方） 

3)-1 第１項第一号については、本設置変更承認申請書にて追加する燃料要素を用いた

複数の代表炉心について、想定した運転時の異常な過渡変化時において、燃料及び

被覆材の温度が許容範囲内（400℃以下）であり、また被覆材が機械的には損傷せ

ず、設計基準事故に至ることなく、通常運転時の状態に移行することができること

を添付書類 10 における評価結果（説明資料参照）を踏まえ、条文との適合性を示

す。 

3)-2 第１項第二号イ及びハについては、本設置変更承認申請書にて追加する燃料要素

を用いた炉心について、設計基準事故時において、燃料は破損に伴う著しい機械的

エネルギーを発生させないこと、炉心は著しい損傷に至ることはないこと、周辺の

公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないことを添付書類 10 における
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評価結果（説明資料参照）を踏まえ、条文との適合性を示す。ただし、KUCA に

は冷却設備はなく、その必要性のないことも示す。  
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２．説明資料 

2.1 第１項第一号について 

添付書類 10 の解析により、固体減速炉心及び軽水減速炉心に関して、運転時の異常な過

渡変化時において最も炉心温度上昇が大きくなる場合でも 37℃であり、燃料及び被覆材の

温度が許容範囲内（400℃以下）となり、被覆材が機械的には損傷することなく、通常運転

時の状態に移行することができることを確認している。以上より、本項本号に関する設計方

針に変更の必要はない。 

 

 

2.2 第１項第二号イ及びハについて 

添付書類 10 の解析により、炉心配置変更の際に燃料集合体を計画外の位置に誤って装荷

した場合について評価したところ、炉心温度上昇は最大でも 1.13℃であると評価している。

従って、燃料は破損に伴う著しい機械的エネルギーを発生させないこと、炉心は著しい損傷

に至ることはないこと、並びに KUCA には冷却設備の必要性のないことを確認している。 

燃料集合体の作成、運搬、炉心装荷作業などの取扱中に誤って燃料集合体を落下させる

などした場合の周辺公衆に対する放射線被ばくについて評価したところ、被ばく量は最大

でも 0.004μSv であり基準値の 5mSv を十分下回っていることを確認した。 

以上より、本項本号イ及びハに関する設計方針に変更の必要はない。 

 

■ 
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第十五条 炉心等 

１．基本方針 

(1) 要求事項に対する適合性 

1) 要求事項 

（炉心等） 

第十五条 試験研究用等原子炉施設は、原子炉固有の出力抑制特性を有するものでな

ければならない。ただし、臨界実験装置に係る試験研究用等原子炉施設で

あって当該試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で支障がないもの

は、この限りでない。 

２ 試験研究用等原子炉施設は、試験研究用等原子炉の反応度を制御すること

により核分裂の連鎖反応を制御できる能力を有するものでなければならな

い。 

３ 炉心は、通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時に試験研究用等原子炉

の運転に支障が生ずる場合において、原子炉停止系統、反応度制御系統、

計測制御系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより燃料の

許容設計限界を超えないものでなければならない。 

４ 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、通常運転時、運転時

の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、試験研究用等原子炉を

安全に停止できるものでなければならない。 

５ 燃料体は、次に掲げるものでなければならない。 

一 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における試験研究用等原子炉内

の圧力、自重、附加荷重その他の燃料体に加わる負荷に耐えるものとする

こと。 

二 輸送中又は取扱中において、著しい変形を生じないものとすること。 

 

 

2) 当該条文における変更内容 

第 2 項については、固体減速炉心及び軽水減速炉心ともに、制御棒を操作することで

原子炉に加わる反応度を制御し、核分裂の連鎖反応を制御することができる。本設置変

更承認申請は、この制御方法を変更するものではないため、設計方針に変更の必要はな

い。 

 

3) 適合のための設計方針（考え方） 

3)-1 第１項については、KUCA は臨界実験装置であり、温度係数が正となる炉心を構

成することができる。本設置変更承認申請によって追加する燃料要素を用いた複

数の代表炉心のうち、温度係数が正となるものについても、安全を確保する上で支
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障がないことを添付書類 10 における評価結果（説明資料参照）を踏まえ、その適

合性を示す。 

3)-2 第３項については、本設置変更承認申請によって追加する燃料要素を用いた炉心

について、通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時の運転に支障が生ずる場合

において、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機

能と併せて機能することにより燃料及び被覆材の温度が許容範囲内となることを

添付書類 10 における評価結果（説明資料参照）を踏まえ、その適合性を示す。 

3)-3 第４項については、本設置変更承認申請によって追加する燃料要素を用いた炉心

について、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、

燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物がそれらの機能を維持し、原子炉

を安全に停止できることを添付書類 10 における評価結果（説明資料参照）を踏ま

え、その適合性を示す。 

3)-4 本設置変更承認申請によって追加される燃料要素について、自重、付加荷重及びそ

の他通常運転中に加わる可能性のある負荷（固体減速炉心においては中心架台上

昇時の加速度、軽水減速炉心においては水圧）に対して十分な耐力を有しているこ

とを確認した。その結果、本号に係る設計方針に変更の必要はないことを確認した。 
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２．説明資料 

2.1 第１項について 

添付書類 8 の解析より、軽水減速炉心のうち 2 分割炉心の一部（C45G(6H2O)4 列、

C45G(5H2O)5 列、C45G(6H2O)5 列、C45G(7H2O)5 列）で温度係数が正となるものがあるこ

とが確認された（2020 年 11 月 5 日付、第 381 回 審査会合資料 2-1）。添付書類 10 の解析に

より、固体減速炉心及び温度係数が正となるものを含む軽水減速炉心に関して、最も炉心温

度上昇が大きくなる場合でも 37℃であり、安全を確保する上で支障がないことを確認して

いる。 

 

参照資料 

・ 2020 年 11 月 5 日 第 381 回 審査会合資料 2-1 

・ 2021 年 7 月 1 日 京大ヒアリング資料 1 

 

 

2.2 第３項について 

添付書類 10 の解析により、固体減速炉心及び軽水減速炉心に関して、最も炉心温度上昇

が大きくなる場合でも 37℃である（2021 年 7 月 1 日付ヒアリング資料 1）。以上より、通常

運転時又は運転時の異常な過渡変化時の運転に支障が生ずる場合において、原子炉停止系

統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより燃

料及び被覆材の温度が許容範囲内（400℃以下）となることを確認している。 

 

参照資料 

・ 2020 年 11 月 5 日 第 381 回 審査会合資料 2-1 

・ 2021 年 7 月 1 日 京大ヒアリング資料 1 

 

 

2.3 第４項について 

添付書類 10 の解析により、固体減速炉心及び軽水減速炉心に関して、最も炉心温度上昇

が最大でも 37℃であり、また原子炉を安全に停止できることを確認している（2021 年 7 月

1 日付ヒアリング資料 1）。以上より、本設置変更承認申請によって追加する燃料要素を用い

た炉心について、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、燃

料体（最高温度 400℃）、減速材及び反射材（ポリエチレン又は軽水、最高温度 100℃）並

びに炉心構造材（アルミニウム、最高温度 400℃）がそれらの機能を維持し、原子炉を安全

に停止できるとなることを確認している。 

 

参照資料 
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・ 2020 年 11 月 5 日 第 381 回 審査会合資料 2-1 

・ 2021 年 7 月 1 日 京大ヒアリング資料 1 

 

 

2.4 第５項について 

本設置変更承認申請によって追加される燃料要素のうち、角板は、アルミニウム製の額

縁の内部に U-Mo 分散型燃料のコンパクトを入れ、その上にアルミニウム製の板を置いて

周囲を溶接する構造である（図１、図２）。また角板は燃料さや管に収納されて炉心に設置

されるため、燃料板自体の耐震強度は必要なく、角板を積み重ねたときの圧縮荷重に対する

強度を確認すればよい。 

 

 

荷重条件としては、燃料さや管の燃料領域（下部ポリエチレン反射体の上）に燃料板があり、

その上部に KUCA で使用する物質の中で最も密度の大きなウラン金属が高さ 40cm、その
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上部に 50cm のポリエチレン反射体が挿入されている場合を考える。また圧縮荷重は燃料板

周囲の幅約 2mm のアルミ枠（図２、P の矢印の箇所）に作用すると考える。 

 

 圧縮荷重： 

 圧縮応力： 

20.8 kg / 382.7 (mm2、隅の R3 の箇所も考慮)  

＝ 0.051kgf/mm2 ＝ 0.50 N/mm2 

 

一方、アルミニウム合金AG3NE相当であるA5052は引張強さ175 N/mm2以上、耐力（0.2%）

65 N/mm2以上（JIS H4000 A5052P-O 板）であり、圧縮強度も同じと考えれば燃料板上部か

らの圧縮荷重に対して燃料角板は十分安全である。さらに、燃料角板が中心架台で使用され

た場合、中心架台の上昇による加速度を受ける可能性があるが、中心架台の上昇速度は最高

でも 3.3cm/s であり、無視できる。以上より、燃料角板は十分な耐力を有しているとともに、

輸送中又は取扱中において、著しい変形を生じるおそれはない。従って、燃料角板に関して、

第５項に係る設計方針に変更の必要はない。 

本設置変更承認申請によって追加される燃料要素のうち、長板については現有のものと

同じく 長板は、水中で使用されるため、通常運転中に

加わる可能性のある負荷として、水圧を受けるが、炉心タンクの深さは高々2m しかないた

め、無視できる。以上より、燃料角板は十分な耐力を有しているとともに、輸送中又は取扱

中において、著しい変形を生じるおそれはない。従って、燃料長板に関しても、第５項に係

る設計方針に変更の必要はない。 

 

参照資料 

・ 2019 年 9 月 2 日 第 299 回 審査会合資料 2 

 

■ 
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第十六条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設 

１．基本方針 

(1) 要求事項に対する適合性 

1) 要求事項 

（燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設） 

第十六条 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に使

用する燃料体又は使用済燃料（以下この条において「燃料体等」と総称す

る。）の取扱施設を設けなければならない。 

一 燃料体等を取り扱う能力を有するものとすること。 

二 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。 

三 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものとすること。 

四 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとするこ

と。 

五 燃料体等の取扱中における燃料体等の落下を防止できるものとすること。 

２ 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料体等の貯蔵

施設を設けなければならない。 

一 燃料体等の貯蔵施設は、次に掲げるものであること。 

イ 燃料体等を貯蔵することができる容量を有するものとすること。 

ロ 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。 

二 使用済燃料その他高放射性の燃料体の貯蔵施設にあっては、前号に掲げる

もののほか、次に掲げるものであること。ただし、使用済燃料中の原子核

分裂生成物の量が微量な場合その他の放射線の遮蔽及び崩壊熱の除去のた

めの設備を要しない場合については、この限りでない。 

イ 使用済燃料その他高放射性の燃料体からの放射線に対して適切な遮蔽能力

を有するものとすること。 

ロ 貯蔵された使用済燃料その他高放射性の燃料体が崩壊熱により溶融しない

ものとすること。 

ハ 使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆材が著しく腐食するおそれがあ

る場合は、これを防止できるものとすること。 

ニ 放射線の遮蔽及び崩壊熱の除去に水を使用する場合にあっては、当該貯蔵

施設内における冷却水の水位を測定でき、かつ、その異常を検知できるも

のとすること。 

３ 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料取扱場所の

放射線量及び温度を測定できる設備を設けなければならない。 

一 燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、及び警報を発することができる

ものとすること。 
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二 崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要がある場合には、燃料取扱場

所の温度の異常を検知し、及び警報を発することができるものとすること。 

 

 

2) 当該条文における変更内容 

本設置変更承認申請によって追加される燃料要素のうち、固体減速炉心用燃料角板に

ついては 一方、軽水減速炉心用長板については形状に

おいて変更はない。従って、現有燃料要素の取扱い方法等に変更の必要はない。また、

低出力炉であることにも変更がない。従って、第１項、第２項第二号及び第３項に係る

記載については、変更が不要である。なお、本設置辺承認申請書にて追加する燃料要素

は、現有のものと比べて、燃料要素１枚当たりの U235 量が異なっている。従って、第１

項の要求により、組み立てエリアにおける燃料要素の制限（保安指示書 4.2.3.4）及び組

み立てエリアから炉心への移動時の燃料要素の制限（保安規定第 68 条）の変更が必要で

ある。 

 

3) 適合のための設計方針(考え方) 

第２項第一号イ及びロについては、燃料要素が追加されることの影響を検討した。その結果、

これらに係る記載も変更は不要と確認している。
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２．説明資料 

2.1 第２項第一号イについて 

本設置変更承認申請によって追加される燃料要素は、現有燃料要素と同様、浸水のおそ

れのない臨界集合体棟の 2 階に約 100 平米の燃料室を設け、壁面に約 90 ユニットの棚をも

つ貯蔵棚が既設であり、これらにバードケージに収納して貯蔵する（図１）。表１にバード

ケージの仕様を、図２にバードケージの概略図を示す。 

 

固体減速炉心用の現有及び追加燃料要素は U235 量で、

ユニット当たりの

が必要となる。 
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一方、軽水減速炉心用の現有及び追加燃料要素は U235 量で、

従って、 バードケージが必要となる。 

以上より、すべての燃料要素を収納するためには 燃

料室に既設の貯蔵棚は 90 ユニットあるため、十分な貯蔵容量を有している。以上より、本

項本号イに関する設計方針に変更の必要はない。 

なお、現在、固体減速炉心用のバードケージ（図２(a)参照）は 21 基所有している（1 基

は 1 ユニットに相当）。一方、軽水減速炉心用のバードケージ（図２(b)参照）を 10 基所有

している（1 基は 2 ユニットに相当）。従って、固体減速炉心用のバードケージに不足が生

じる可能性があるが、不足分については必要に応じて追加で製作することを考えている。 

 

参照資料 

 

・ 2019 年 7 月 11 日 京大 KUCA ヒアリング資料（指摘事項 番号：4） 

 

 

2.2 第２項第一号ロについて 

バードケージを納める燃料棚は、バードケージ毎に十分な隔離距離を設け、臨界に達す

るおそれのない配置となっている。また、バードケージは、現有燃料要素を物理的に収納可

能な最大枚数まで燃料板を収納し、かつ、その状態のバードケージが完全に水没した状態で

三次元的に無限に隣接した場合であっても、臨界に達するおそれはない設計となっている。 

本設置変更承認申請で追加する燃料要素についてもバードケージに最大数収納した状態

で周囲を軽水で満たしてそれらを隣接させたことを想定し、反射境界条件を用いた場合の

実効増倍率を MCNP6（version 1.0）＋JENDL-4.0 により計算した。その結果は以下のとお

りであった。 

固体減速炉心用燃料要素： 0.46645±0.00034 

軽水減速炉心用燃料要素： 0.52072±0.00036 

以上より、実効増倍率は 0.95 より十分に小さな値となっており、本バードケージ及びそれ

を納める燃料棚は臨界に達するおそれのない設計となっている。 

なお、固体及び軽水減速炉心用燃料要素の概略図を図３に示す。表２～５に燃料ミート

部及び被覆の原子個数密度を示す。さらに、計算体系の概略図を図４に示す。
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■ 
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第十七条 計測制御系統施設 

１．基本方針 

(1) 要求事項に対する適合性 

1) 要求事項 

（計測制御系統施設） 

第十七条 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、計測制御系統施

設を設けなければならない。 

一 炉心及びこれに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必

要なパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても

想定される範囲内に制御できるものとすること。 

二 前号のパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において

も想定される範囲内で監視できるものとすること。 

三 設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必

要なパラメータは、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な

測定範囲及び期間にわたり監視及び記録できるものとすること。 

 

 

2) 当該条文における変更内容 

本設置変更承認申請によって燃料要素が追加されるため、本条の設計方針を確認する

必要がある。 

 

3) 適合のための設計方針（考え方） 

3)-1 第１項第一号及び第二号については、本設置変更承認申請によって追加される燃

料要素を用いた炉心について、炉心及びこれに関連する系統の健全性を確保する

ために監視することが必要なパラメータである炉心温度、架台室内エリアモニタ

値及び中性子測密度を測定する線形出力計が通常運転時及び運転時の異常な過渡

変化時においても想定される範囲内に制御・監視できることを炉心解析によって

確認し、条文との適合性を示す。 

3)-2 第１項第三号については、本設置変更承認申請によって追加される燃料要素を用

いた炉心について、設計基準事故が発生した場合の状況を把握するためのパラメ

ータである炉心温度、架台室内エリアモニタ値及び炉心出力が、設計基準事故時に

想定される環境下において、十分な測定範囲で監視及び記録できること、外部電源

喪失時においても原子炉の停止が確認できることを炉心解析によって確認し、条

文との適合性を示す。 
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２．説明資料 

2.1 第１項第一号及び第二号について 

KUCA において、炉心温度の測定には、T タイプの熱電対が使用される。同熱電対が監

視できる温度範囲は-270℃～+400℃である。添付書類 10 の解析により、固体減速炉心及び

軽水減速炉心に関する運転時の異常な過渡変化時において、最も炉心温度上昇が大きくな

る場合でも 37℃であることを確認している（2021 年 7 月 1 日付ヒアリング資料 1）。従っ

て、監視できる温度の範囲に含まれている。 

KUCA の架台室に設置されているエリアモニタの測定範囲の最大値は 1Sv/h である。

2020 年度の定期事業者検査による出力校正の結果によると、固体減速炉心（A 炉心、B 炉

心）及び軽水減速炉心における校正定数は、 

 

固体減速炉心（A 炉心）：0.00542 W/(μSv/h) 

固体減速炉心（B 炉心）：0.00207 W/(μSv/h) 

軽水減速炉心：0.00205 W/(μSv/h) 
（A 炉心及び B 炉心では、炉心とモニタの位置関係が異なるので校正定数が異なる） 

 

であった。従って、最も保守的な軽水減速炉心における校正定数を用いれば、エリアモ

ニタの測定範囲の上限値は、出力に換算して 2.05kW となる。本設置変更承認申請により追

加する燃料要素を用いた炉心の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時における最

高到達出力については、添付書類 10 における解析により、190W 未満であるとの結果を得

ている（2021 年 7 月 1 日付ヒアリング資料 1）。従って、監視でき線量の範囲に含まれてい

る。 

KUCA において使用している線形出力計（非補償型電離箱）は、炉心格子板の範囲内で

任意の場所に設置することができ、監視範囲は設置位置により決まる。昭和 49 年 12 月 9 日

には、1kW の高出力試験を実施したことがあり、最大で 1kW の範囲で炉心の中性子束密度

を監視した実績がある（当時の KUCA の最大熱出力は 1kW であった）。本設置変更承認申

請により追加する燃料要素を用いた炉心の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

における最高到達出力については、添付書類 10 における解析により、190W 未満であると

の結果を得ている（2021 年 7 月 1 日付ヒアリング資料 1）。従って、監視できる中性子束密

度の範囲に含まれている。 

以上より、本項第一号及び第二号に関する設計方針に変更の必要はない。 

 

参照資料 

・ 2021 年 7 月 1 日 京大ヒアリング資料 1 
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2.2 第１項第三号について 

設計基準事故が発生した場合の状況を把握するためのパラメータである炉心温度、架台

室内エリアモニタ値及び炉心出力がそれぞれ 400℃と 2.05kW、1kW を超えないことは、添

付書類 10 における解析により確認している（2021 年 7 月 1 日付ヒアリング資料 1）。 

KUCA において、原子炉停止後に炉心の冷却は必要ないため、設計基準事故が発生した

場合に講ずるべき対策としては、原子炉停止の確認のみである。KUCA では外部電源喪失

時においても、炉心温度及び架台室内エリアモニタ値並びに停止確認が実施できるように、

3kVA 以上の蓄電池容量を持つ非常用電源設備により、核計装設備（各計装記録計３台及び

温度記録計１台を含む）及び放射線モニタが停止確認に必要となる５分間以上にわたって

機能を維持できる。従って、本設置変更承認申請は、非常用電源設備の設計方針を変更する

ものではないことから、第１項第三号にのうち、十分な期間にわたり監視及び記録できる。 

以上より、本項第三号に関する設計方針に変更の必要はない。 

■ 
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第十八条 安全保護回路 

１．基本方針 

(1) 要求事項に対する適合性 

1) 要求事項 

（安全保護回路） 

第十八条 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、安全保護回路を

設けなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異常な状態を検知

し、及び原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料の

許容設計限界を超えないようにできるものとすること。 

二 設計基準事故が発生する場合において、その異常な状態を検知し、原子炉

停止系統及び必要な工学的安全施設を自動的に作動させるものとするこ

と。 

三 安全保護回路を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が

起きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安

全保護機能を失わないよう、多重性又は多様性を確保するものとすること。 

四 安全保護回路を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、それぞれ

のチャンネル間において安全保護機能を失わないように独立性を確保する

ものとすること。 

五 駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が発生した場合においても、

試験研究用等原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を

維持することにより、試験研究用等原子炉施設の安全上支障がない状態を

維持できるものとすること。 

六 不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせ

ず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止することが

できるものとすること。 

七 計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場合には、その安全保

護機能を失わないよう、計測制御系統施設から機能的に分離されたものと

すること。 

 

 

2) 当該条文における変更内容 

第１項第二号以降の号については、本設置変更承認申請によって燃料要素が追加され

ることとは関係がないため、設計方針に変更の必要はない。 

 

3) 適合のための設計方針（考え方） 



 
 

34 
 

第１項第一号については、本設置変更承認申請により追加される燃料要素を用いた複

数の代表炉心について、運転時の異常な過渡変化が発生する場合においても燃料の許容

設計限界を超えない設計となっていることを添付書類 10 における評価結果（説明資料参

照）を踏まえ、条文との適合性を示す。  
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２．説明資料 

2.1 第１項第一号について 

添付書類 10 の解析により、固体減速炉心及び軽水減速炉心に関して、最も炉心温度上昇

が大きくなる場合でも 37℃である（2021 年 7 月 1 日付ヒアリング資料 1）。以上より、運転

時の異常な過渡変化が発生する場合においても燃料の許容限界である 400℃を超えないこ

とを確認している。 

 

参照資料 

・ 2021 年 7 月 1 日 京大ヒアリング資料 1 

 

■ 
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第十九条 反応度制御系統 

１．基本方針 

(1) 要求事項に対する適合性 

1) 要求事項 

（反応度制御系統） 

第十九条 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、反応度制御系統

を設けなければならない。 

一 通常運転時に予想される温度変化、キセノンの濃度変化、実験物（構造材

料その他の実験のために使用されるものをいう。以下同じ。）の移動その他

の要因による反応度変化を制御できるものとすること。 

二 制御棒を用いる場合にあっては、次に掲げるものであること。 

イ 炉心からの飛び出し、又は落下を防止するものとすること。 

ロ 当該制御棒の反応度添加率は、原子炉停止系統の停止能力と併せて、想定

される制御棒の異常な引き抜きが発生しても、燃料の許容設計限界を超え

ないものとすること。 

 

 

2) 当該条文における変更内容 

第１項第二号イについては、本設置変更承認申請によって燃料要素が追加されること

とは関係がないため、設計方針に変更の必要はない。 

 

3) 適合のための設計方針（考え方） 

3)-1 第１項第一号については、通常運転時には温度変化及びキセノンの濃度変化は発

生しない。実験物の移動及び軽水減速炉心における挿入管が破損し水が流入する

ことによる反応度変化については、第二十九条第一項第二号に関して導入するそ

れらの事象に係る制限により、挿入管の破損のみが、あるいは実験物の移動と挿入

管の破損が同時に発生しても反応度変化が制御できることとなるため、本号を満

たしている。 

3)-1 第１項第二号ロについては、KUCA では一定の反応度添加率を超えると制御棒の

引抜きを阻止するインターロックが設けられている。本設置変更承認申請により

追加される燃料要素を用いた炉心の場合についても、原子炉停止系統の停止能力

と併せて、想定される制御棒の異常な引き抜きが発生しても、燃料の許容設計限界

を超えないことを添付書類 10 における評価結果（説明資料参照）を踏まえ、条文

との適合性を示す。  
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２．説明資料 

2.1 第１項第二号ロについて 

添付書類 10 の運転時の異常な過渡変化における原子炉起動時における制御棒の異常な

引抜事象及び出力運転中における制御棒の異常な引抜事象の解析により、固体減速炉心及

び軽水減速炉心に関して、最も炉心温度上昇が大きくなる場合でも 1.85℃である（2021 年 7

月 1 日付ヒアリング資料 1）。以上より、、想定される制御棒の異常な引き抜きが発生して

も、燃料の許容限界である 400℃を超えないことを確認している。 

 

参照資料 

・ 2021 年 7 月 1 日 京大ヒアリング資料 1 

 

■ 
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第二十条 原子炉停止系統 

１．基本方針 

(1) 要求事項に対する適合性 

1) 要求事項 

（原子炉停止系統） 

第二十条 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉停止系統

を設けなければならない。 

一 制御棒その他の反応度を制御する設備による二以上の独立した系統を有す

るものとすること。ただし、当該系統が制御棒のみから構成される場合で

あって、次に掲げるときは、この限りでない。 

イ 試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、未臨界を維持

することができる制御棒の数に比し当該系統の能力に十分な余裕があると

き。 

ロ 原子炉固有の出力抑制特性が優れているとき。 

二 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原

子炉停止系統のうち少なくとも一つは、試験研究用等原子炉を未臨界に移

行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を

維持できるものとすること。 

三 制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値の最も大きな制御棒一本が固

着した場合においても前号の規定に適合するものとすること。 

２ 原子炉停止系統は、反応度制御系統と共用する場合には、反応度制御系統

を構成する設備の故障が発生した場合においても通常運転時、運転時の異

常な過渡変化時及び設計基準事故時に試験研究用等原子炉を未臨界に移行

することができ、かつ、低温状態において未臨界を維持できるものでなけ

ればならない。 

 

 

2) 当該条文における変更内容 

第１項第一号については、KUCA では固体減速炉心の場合には制御棒及び中心架台

が、軽水減速炉心の場合には制御棒及びダンプ弁がそれぞれ独立した 2 系統の原子炉停

止系統を構成しており、本設置変更承認申請によって追加する燃料要素を用いた炉心で

も、この構成を変更するものではないため、設計方針に変更の必要はない。 

 

3) 適合のための設計方針（考え方） 

3)-1 第 1 項第二号については、本設置変更承認申請によって追加される燃料要素を用

いた炉心に対して、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に
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おいて、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、試験研究用等原子炉を未臨界に

移行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持で

きることを示すことにより、その適合性を示す。 

3)-2 第 1 項第三号については、本設置変更承認申請によって追加される燃料要素を用

いた炉心に対して、反応度価値の最も大きな制御棒一本が固着して動作しない場

合においても、動作する残りの原子炉停止系統のみで原子炉を未臨界に移行する

ことができ、かつ、低温状態において未臨界を維持できることを示すことにより、

その適合性を示す。 

3)-3 第２項については、本設置変更承認申請によって追加される燃料要素を用いた炉

心に関して、固体減速炉心においては中心架台に、軽水減速炉心においてはダンプ

弁に故障が生じて動作しない場合においても、動作する原子炉停止系統のみで原

子炉を未臨界に移行することができ、かつ、低温状態において未臨界を維持できる

ことを示すことにより、その適合性を示す。 
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２．説明資料 

2.1 第１項第二号について 

KUCA の固体減速炉心では制御棒及び中心架台が独立した 2 系統の原子炉停止系統を構

成する。炉心の過剰反応度及びそれぞれ原子炉停止系統の反応度抑制効果を以下のように

制限しておくことができれば、一方の原子炉停止系統が動作しない状況であっても、動作す

るもう一方のみで、原子炉を 0.65%∆k/k より深い未臨界に移行し、その状態を維持するこ

とができる。 

 

・炉心の過剰反応度：0.35%∆k/k 以下 

・制御棒の反応度抑制効果：過剰反応度＋1%∆k/k 以上 

・中心架台の反応度抑制効果：1%∆k/k 以上 

 

一方、KUCA の軽水減速炉心では制御棒及びダンプ弁が独立した 2 系統の原子炉停止系

統を構成する。炉心の過剰反応度及びそれぞれ原子炉停止系統の反応度抑制効果を以下の

ように制限しておくことができれば、一方の原子炉停止系統が動作しない状況であっても、

動作するもう一方のみで、原子炉を 0.50%∆k/k より深い未臨界に移行し、その状態を維持

することができる。 

 

・炉心の過剰反応度：0.50%∆k/k 以下 

・制御棒の反応度抑制効果：過剰反応度＋1%∆k/k 以上 

・中心架台の反応度抑制効果：1%∆k/k 以上 

 

従って、本号の適合性は、本設置変更承認申請で追加する燃料要素を用いる炉心の場合

について、これらの制限を満たす炉心が成立するかどうかを調べることによって確認でき

る。これまでの解析において、通常運転時、固体減速炉心及び軽水減速炉心の代表炉心がこ

れらの制限を満たすことを確認した（2020 年 11 月 5 日付、第 381 回 審査会合資料 2-1）。 

運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時においては、添付書類 10 における評価に

より、独立した 2 系統の原子炉停止系統のうち一方の原子炉停止系統が動作しない状況で

あっても原子炉を 0.65%∆k/k より深い未臨界に移行し、その状態を維持することができる

ことを確認している（2021 年 7 月 1 日付ヒアリング資料 1）。以上より、本項に関する設計

方針に変更の必要はない。 

 

参照資料 

・ 2020 年 11 月 5 日 第 381 回 審査会合資料 2-1 

・ 2021 年 7 月 1 日 京大ヒアリング資料 1 
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2.2 第１項第三号について 

KUCA では、最大の反応度抑制効果を持つ制御棒の反応度が全制御棒反応度の 1/3 を超

えないように制限される。これまでの解析において、通常運転時、固体減速炉心及び軽水減

速炉心の代表炉心において、最大の反応度を持つ制御棒が固着して動作しない場合におい

ても、動作する残りの原子炉停止系統のみで、原子炉を未臨界に移行し、その状態を維持す

ることができることを確認した（2020 年 11 月 5 日付、第 381 回 審査会合資料 2-1）。 

運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時においては、添付書類 10 における評価に

より、最大の反応度を持つ制御棒が固着して動作しない場合においても、動作する残りの原

子炉停止系統のみで、原子炉を未臨界に移行し、その状態を維持することができることを確

認している（2021 年 7 月 1 日付ヒアリング資料 1）。以上より、本項に関する設計方針に変

更の必要はない。 

 

参照資料 

・ 2020 年 11 月 5 日 第 381 回 審査会合資料 2-1 

・ 2021 年 7 月 1 日 京大ヒアリング資料 1 

 

 

2.3 第２項について 

通常運転時、固体減速炉心及び軽水減速炉心の代表炉心において、固体減速炉心におい

ては中心架台に、軽水減速炉心においてはダンプ弁に故障が生じて動作しない場合におい

ても、動作する残りの原子炉停止系統のみで、原子炉を未臨界に移行し、その状態を維持す

ることができることを確認した（2020 年 11 月 5 日付、第 381 回 審査会合資料 2-1）。 

運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時においては、添付書類 10 における評価に

より、軽水減速炉心においてはダンプ弁に故障が生じて動作しない場合においても、動作す

る残りの原子炉停止系統のみで、原子炉を未臨界に移行し、その状態を維持することができ

ることを確認している（2021 年 7 月 1 日付ヒアリング資料 1）。以上より、本項に関する設

計方針に変更の必要はない。 

 

参照資料 

・ 2020 年 11 月 5 日 第 381 回 審査会合資料 2-1 

・ 2021 年 7 月 1 日 京大ヒアリング資料 1 

 

■ 
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第二十四条 工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護 

１．基本方針 

(1) 要求事項に対する適合性 

1) 要求事項 

（工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護） 

第二十四条 試験研究用等原子炉施設は、通常運転時において試験研究用等原子炉施設

からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による工場等周辺の空間

線量率が十分に低減できるものでなければならない。 

 

 

2) 当該条文における変更内容 

3)に示す通り変更なし 

 

3) 適合のための設計方針(考え方) 

以前の審査にて（平成 28 年 5 月 11 日付承認、原規規発第 16051111 号）、現有燃料要

素を用い KUCA の年間積算出力の最大値である 1kWh まで運転を行った場合、直接ガ

ンマ線及びスカイシャインガンマ線による敷地境界付近の年間空気カーマは、最大で

1.2μGy となり、年間 50μGy を十分に下回ることを確認していた。本設置変更承認申請

により追加予定の燃料要素を用いた場合についても 2.に示す通り同程度あるいは小さく

なる。  
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２．説明資料 

2.1 評価方法の概要 

平常運転時の放射線場は、炉室中央に仮想的な線源を設置することによって模擬した。

仮想線源として用いる核種は、比較的ガンマ線エネルギーの高い Co-60 とする。Co-60 のガ

ンマ線の平均エネルギーは 1.25MeV であり、U-235 の即発ガンマ線の平均エネルギーは

1MeV 以下であることから、仮想線源として Co-60 を用いることは保守的である 1)。なお、

線量の計算には QAD-CGGP22)及び G33-GP22)を使用した。 

 

 

 

2.2 直接ガンマ線の計算 

・ QAD-CGGP2 による直接ガンマ線の計算体系を図 1 に示す。遮蔽厚さは、安全側に最

も薄い壁厚で一定とした。KUCA の中心から最も近い周辺監視区域境界は、KUCA 中

心から 140m 地点であるが、炉心の位置が KUCA の中心と若干異なることを考慮し、

保守的に 130m 地点とした。 

・ QAD-CGGP2 を用いて、単位線源強度の Co-60 を線源位置に設置した際のガンマ線モ

ニタ位置における実効線量率を求め、実測値と一致するように、線源強度を逆算した。

実測値は2013年度定期検査の出力校正運転における値である、100W運転時で51mSv/h
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を用いた。 

・ 計算に用いたコンクリートの組成には「放射線施設の遮蔽計算実務（放射線）データ集

2012」3)の値を用いた。なお、KUCA の壁面のコンクリートの実際の密度は 2.3g/cm3で

あり、保守的となる。 

 

 

 

2.3 スカイシャインガンマ線の計算 

・ G33-GP2 の計算体系を図 2 に示す。散乱領域は球形状とし、半径方向距離は 1km、θ

は 20.27°、φ は 360°とした。 
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2.4 平常運転時における年間空気カーマの評価 

直接線及び散乱線の結果を合計すると、100W 運転時における評価点の空気カーマ率は

1.2×10-2μGy/h となった。KUCA の年間積算出力は最大 1kWh であることから、KUCA の

平常運転時における、直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による敷地境界付近の年

間空気カーマは最大で 1.2μGy となり、年間 50μGy を十分に下回る。 

 

 

2.4 新規導入燃料要素を用いる炉心の場合の年間空気カーマの評価 

U-238 の即発ガンマ線の平均エネルギーは 1MeV 以下であることから、仮想線源として

Co-60 を用いることは依然保守的である 1)。また、熱中性子による U-235 核分裂によって放

出される全エネルギーは 202.77MeV であるのに対して、高速中性子による U-238 核分裂に

よって放出される全エネルギーは 206.04MeV であり、若干大きい。従って、新規導入燃料

要素を用いた炉心の場合、現有燃料要素を用いた炉心よりも同じ出力を得るのに必要な核

分裂数は少なくなる。また、核分裂当りに放出されるガンマ線数は、U-235 が 8.6 であるの

に対して、U-238 では 7.6 となり、核分裂当りに放出されるガンマ線数も少なくなる。以上

より、本設置変更承認申請により追加する燃料要素を用いる場合、敷地境界付近の年間空気

カーマは 1.2μGy と同程度あるいは小さくなると考えられる。 

 

参照資料 

1) I. Stetcu, et al., Evaluation of the prompt fission gamma properties for neutron 

induced fission of 235,238U and 239Pu, Nuclear Data Sheets 163, 261, 2020. 

2) Y. Sakamoto and S. Tanaka; QAD-CGGP2 and G33-GP2; Revised versions of QAD-

CGGP and G33-GP codes with the conversion factors from exposure to ambient and 

maximum dose equivalents, JAERI-M 90-110, 1990. 

3) （公財）原子力安全技術センター；放射線施設の遮蔽計算実務（放射線）データ集

2012, 2012. 

4) A.F. Badalov and V.I. Kopejkin, Uranium and plutonium energy release per fission 

event in a nuclear reactor, 

 https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/20/051/20051054.pdf. 

 

■ 
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第二十五条 放射線からの放射線業務従事者の防護 

１．基本方針 

(1) 要求事項に対する適合性 

1) 要求事項 

（放射線からの放射線業務従事者の防護） 

第二十五条 試験研究用等原子炉施設は、外部放射線による放射線障害を防止する必要

がある場合には、次に掲げるものでなければならない。 

一 放射線業務従事者が業務に従事する場所における放射線量を低減できるも

のとすること。 

二 放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時におい

て、迅速な対応をするために必要な操作ができるものとすること。 

２ 工場等には、放射線から放射線業務従事者を防護するため、放射線管理施

設を設けなければならない。 

３ 前項の放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を原子炉制御室その

他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備を設けなければな

らない。 

 

 

2) 当該条文における変更内容 

第１項第一号については、KUCA では運転架台以外の場所において放射線量を低下さ

せるために

また、運転中の架台には作業者を立ち入らせない設計となっていること、放射

線モニタにより放射線を監視し、放射線量率が 20μSv/h 以上になると警報が発せられる

ため、他架台で作業中の作業員に異常を知らせ退避を促すことができる設計となってい

ることから、本設置変更承認申請によって燃料が追加されることとは関係がないため、

設計方針に変更の必要はない。 

また、第２項及び第３項については、KUCA では放射線従事者の防護に必要な放射線

管理施設として、管理区域の出入口に出入管理装置を設け、及び近傍に汚染検査所並び

に除染設備を設けていること、出入管理については管理区域境界扉の開閉状況を制御室

で把握することができること、汚染検査所にて汚染が確認された場合には、制御室にて

警報が発報する設計となっていることから、本設置変更承認申請によって燃料が追加さ

れることとは関係がないため、設計方針に変更の必要はない。 

 

3) 適合のための設計方針（考え方） 

第 1 項第二号については、

現有燃料要素を用いた炉心運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に
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おいて放射線量を十分に低減できるため、迅速な対応をするために必要な操作を作業員

が制御室にて行うことができる設計となっているが、本設置変更承認申請によって追加

される燃料要素を用いた炉心による運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時にお

いては、、添付書類 10 における評価結果を踏まえ、条文との適合性を示す。 
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２．説明資料 

現有燃料要素を用いた炉心の場合、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時にお

いて、出力の最高到達値は 200W を超えるが、炉室外周壁により放射線量を十分に低減でき

るため、迅速な対応をするために必要な操作を作業員が制御室にて行うことができる。 

本設置変更承認申請により追加する燃料要素を用いた炉心運転時の異常な過渡変化時及

び設計基準事故時において、最高到達出力は 200W を超えなければ、以下に示す理由から作

業員が制御室にて迅速な対応をすることができる。 

 

a) 熱中性子による U-235 核分裂によって放出される全エネルギーは 202.77MeV であるの

に対して、高速中性子による U-238 核分裂によって放出される全エネルギーは

206.04MeV であり、若干大きく 1)、本設置変更承認申請によって追加される燃料要素を

用いた炉心の場合、現有燃料要素を用いた炉心よりも同じ出力を得るのに必要な核分裂

数は少なくなる。 

b) 核分裂当りに放出されるガンマ線数は、U-235 が 8.6 であるのに対して、U-238 では 7.6

となり、核分裂当りに放出されるガンマ線数も少ないため 2)、本設置変更承認申請によ

って追加される燃料要素を用いた炉心の場合、同じ核分裂数であれば放射線量は少なく

なる。 

 

本設置変更承認申請により追加する燃料要素を用いた炉心の運転時の異常な過渡変化時

及び設計基準事故時における最高到達出力については、添付書類 10 における解析により、

190W 未満であるとの結果を得ている（2021 年 7 月 1 日付ヒアリング資料 1）。以上から、

本項については設計方針に変更の必要はない。 

 

参照資料 

1) A.F. Badalov and V.I. Kopejkin, Uranium and plutonium energy release per fission 

event in a nuclear reactor, 

 https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/20/051/20051054.pdf. 

2) I. Stetcu, et al., Evaluation of the prompt fission gamma properties for neutron 

induced fission of 235,238U and 239Pu, Nuclear Data Sheets 163, 261, 2020. 

・ 2021 年 7 月 1 日 京大ヒアリング資料 1 

 

■ 
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第二十九条 実験設備等 

１．基本方針 

(1) 要求事項に対する適合性 

1) 要求事項 

（実験設備等） 

第二十九条 試験研究用等原子炉施設に設置される実験設備（試験研究用等原子炉を利

用して材料試験その他の実験を行う設備をいう。）及び利用設備（試験研

究用等原子炉を利用して分析、放射性同位元素の製造、医療その他の行為

を行うための設備をいう。）（以下「実験設備等」と総称する。）は、次に

掲げるものでなければならない。 

一 実験設備等の損傷その他の実験設備等の異常が発生した場合においても、

試験研究用等原子炉の安全性を損なうおそれがないものとすること。 

二 実験物の移動又は状態の変化が生じた場合においても、運転中の試験研究

用等原子炉に反応度が異常に投入されないものとすること。 

三 放射線又は放射性物質の著しい漏えいのおそれがないものとすること。 

四 試験研究用等原子炉施設の健全性を確保するために実験設備等の動作状

況、異常の発生状況、周辺の環境の状況その他の試験研究用等原子炉の安

全上必要なパラメータを原子炉制御室に表示できるものとすること。 

五 実験設備等が設置されている場所は、原子炉制御室と相互に連絡すること

ができる場所とすること。 

 

 

2) 当該条文における変更内容 

第 1 項第一号については、異常が発生した場合における安全性、第１項第四号につい

ての原子炉制御室における表示及び第１項第五号についての原子炉制御室との相互連絡

について、本設置変更承認申請によって燃料が追加されることとは関係がないため、設

計方針に変更の必要はない。 

 

 

3) 適合のための設計方針(考え方) 

3)-1 第１項第二号については、挿入管のうち軽水減速炉心用のものは、管の内部に水

が流入することにより反応度が投入される可能性がある。また、実験物である照射試料

は、燃料体等に貼り付けて固定するため、これが脱落することにより反応度が投入され

る可能性がある。従って、これらの一方、あるいは両方が同時に生じる場合においても、

運転中の試験研究用原子炉に反応度が異常に投入されないことが必要であり、設計方針

に変更が必要である。 
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3)-2 第１項第三号については、本設置変更承認申請により追加される燃料要素を用

いた炉心について、放射線又は放射性物質の著しい漏えいのおそれがないことを確認す

る必要がある。  
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２．説明資料 

2.1 第１項第二号について 

挿入管（検出器又は照射試料を挿入するためのアルミニウム等の円管または角管）のう

ち、軽水減速炉心用のものは、管の下部が密封されて水が内部に入らない構造としている。

しかし、管の内部に水が流入することにより反応度が投入される可能性がある。従って、照

射物を用いない運転時において、水流入の前後で軽水減速炉心の過剰反応度が 0.5%∆k/k 以

下となるように制限する。この制限を新たに加えることにより、仮に水流入が発生した場合

においても、炉心の核的制限値が満足される。 

実験物である照射試料は、燃料体等に貼り付けて固定する。従って、それが脱落するこ

とににより、炉心に反応度が異常に投入される可能性が考えられる。さらに、軽水減速炉心

においては、挿入管への水の流入による反応度の投入が重畳する可能性が考えられる。従っ

て、以下のような制限を加える。 

a) 照射物を装荷することで炉心に負の反応度が加わる場合（例えばカドミウム） 

固体減速炉心では、照射物を取り付ける前の状態（照射物を取り除いた状態）での炉心

の過剰反応度を 0.35%∆k/k 以下に制限する。一方、軽水減速炉心では、照射物を取り付け

る前の状態で、挿入管に水が流入する前後で過剰反応度を 0.5%∆k/k 以下に制限する。 

b) 照射物を装荷することで炉心に正の反応度が加わる場合（例えばウラン箔） 

固体減速炉心では、照射物の装荷により反応度が最も大きくなる位置に照射物がある場

合での炉心の反応度を 0.35%∆k/k 以下に制限する。軽水減速炉心では、照射物の装荷によ

り反応度が最も大きくなる位置に照射物がある状態で、挿入管に水が流入する前後で過剰

反応度を 0.5%∆k/k 以下に制限する。 

これらの制限を新たに加えることにより、仮に照射物が脱落した場合においても、され

に軽水減速炉心において挿入管への水流入が重畳した場合にも炉心の核的制限値が満足さ

れる。 

 

参照資料 

 

・ 2021 年 5 月 17 日 第 404 回 審査会合資料 1-1 

 

 

 

2.2 第１項第三号について 

パイルオシレーターにおいて実験物として核燃料を用いるとき、当該実験設備が損傷し、

実験物より核分裂生成物が放出される可能性がある。本設置変更承認申請により追加され

る燃料要素について、添付書類 10 の当該設計基準事故の解析により評価したところ、被ば

く線量は最大でも 0.19μSv となり、周辺公衆の実効線量は設計基準事故時の判断基準（5mSv
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以下）を満足しており、著しい放射線被ばくが生じないことを確認している。 

 

参照資料 

・ 2021 年 7 月 1 日 京大ヒアリング資料 1 

 

■ 
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３．補正案 

 

原子炉設置変更承認申請書（2021 年 3 月承認） 補正案 備考 

8-9-5 炉心装荷物 

炉心の中性子束の測定等のために、実験計画に

応じて挿入管を炉心に装荷する。燃料体に貼り付

ける又は軽水減速炉心の燃料板の間に挿入する

照射物は使用しない。 

 

8-9-5-1 挿入管 

種類 検出器を挿入するためのアル

ミニウム等の円管または角管

（固体減速炉心用、軽水減速炉

心用） 

構造 軽水減速炉心用挿入管は管の

下部が密封されて水が内部に

入らない構造 

 

設置場所 軽水減速炉心用については、管

の内部に水が流入した場合で

あっても炉心に反応度が加わ

らない場所 

 

8-9-5 炉心装荷物 

炉心の中性子束の測定等のために、実験計画に応じて照射物

又は挿入管若しくはその両方を炉心に装荷する。 

 

 

 

8-9-5-1 挿入管 

種類 検出器を挿入するためのアルミニウム等

の円管または角管（固体減速炉心用、軽水

減速炉心用） 

 

構造 軽水減速炉心用挿入管は管の下部が密封

されて水が内部に入らない構造 

 

 

反応度の添加 照射物を装荷しないとき、軽水減速炉心

では、挿入管が破損して内部に水が流入

することを考え、水流入の前後で炉心の

過剰反応度を 0.5%∆k/k 以下に制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１項第二号

に係る変更 
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 固体減速炉心用、軽水減速炉心

用ともに運転中に動くことな

いように固定する 

 

 固体減速炉心用、軽水減速炉心用ともに

運転中に動くことないように固定する 

 

 

 

 

 

 

 

8-9-5-2 照射物 

種類 金、カドミウム等で燃料体に貼り付ける

照射物 

形状 板状、線状等 

反応度の添加 a) 照射物を装荷することで炉心に負の反

応度が加わる場合 

 固体減速炉心では、照射物を取り付け

る前の状態（照射物を取り除いた状態）

での炉心の過剰反応度を 0.35%∆k/k 以

下に制限 

 軽水減速炉心では、照射物を取り付け

る前の状態で、かつ挿入管が破損して

内部に水が流入することを考え、水流

入の前後で過剰反応度を 0.5%∆k/k 以

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１項第二号

に係る変更 
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下に制限。 

 b) 照射物を装荷することで炉心に正の反

応度が加わる場合 

 固体減速炉心では、照射物の装荷によ

り反応度が最も大きくなる位置に照射

物がある場合での炉心の反応度を

0.35%∆k/k 以下に制限 

 軽水減速炉心では、照射物の装荷によ

り反応度が最も大きくなる位置に照射

物がある状態で、かつ挿入管が破損し

て内部に水が流入することを考え、水

流入の前後で過剰反応度を 0.5%∆k/k

以下に制限する。 

 ただし、運転中は反応度の有意な変動が

ない様にテープ等で固定する。 

 

 

■ 


